
◆作並地区道路改良工事現場にて

◆ 自転車安全利用五則を守って安全に走行しましょう。
　　①自転車は、車道が原則、歩道は例外
　　②車道は左側を通行
　　③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　　④安全ルールを守る
　　⑤子どもはヘルメットを着用

◆「子どもと高齢者の交通事故防止」
　　①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　　　（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）
　　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　③飲酒運転の根絶
　　④二輪車の交通事故防止　　←（宮城県独自、運動の重点）

　 　　　　　　　　　　では皆様からのご意見・ご要望をお待ちしております。道路に関する疑問など

　　　　　      　　　　 　仙台西国道維持出張所（０２２―２２６―１４９３）まで、お気軽にお寄せ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　西国ＨＰ（http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/nishikoku/index.html）

　　　　　　　　　　　　　　　もご覧ください。

８月２９日（木）、今年度第１回目の安
全講習会を実施しました。
関係者で現場事務所及び施工現場の
状況を確認し、安全に配慮されて工事
がすすめられているか点検しました。

今日の現場パトロール・検
討会・講話を通して得た
『安全への意識』を各自の
現場へ持ち帰り、工夫・改
善をしながら無事故での完
成を目指します。

９月２１～３０日は秋の全国交通安全運動期間です！！

管内工事現場の安全講習会を行いました！！

９月１～３０日は自転車の安全利用推進運動月間です！！


	８１号

